
令和４年７月８日　　 １５時００分

　　 　　

副所長（道路） 本田　明（ほんだ　あきら）

道路管理課長 足立　勝人（あだち　かつひと）

TEL  0739-22-4564（代表）

　　　　　　　　近 畿 地 方 整 備 局

　　　　　　　　紀南河川国道事務所

法面崩土に伴う国道４２号の通行規制（終報）
～７月８日(金)１５時 片側交互通行から対面通行としました～

　◇対面通行区間
　
　　　　東牟婁郡串本町串本地内

　◇規制内容
　　　【工事中】 片側交互通行（平日の昼間９時～１７時）
　　　【休工中】 対面通行（平日の夜間及び土日祝の終日）

　◇その他
　　  引き続き恒久対策を実施してまいります。

　　　なお、 工事中は継続して片側交互通行となり、道路を利用される皆様には、
　　引き続き大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　６月２６日（日）１８時５５分頃に法面崩土が発生し、通行止めを行っておりました国道４２
号東牟婁郡串本町串本地内については、崩落した法面の応急復旧作業が完了したた
め、令和４年７月１日（金）１３時に片側交互通行としていました。
　この度、仮設防護柵の復旧が完了したため、７月８日（金）１５時に対面通行となりまし
た。
　なお、当該区間においては、恒久対策が完了するまでの間は、計測管理を強化してお
り、法面変状の観測状況に応じて点検のため通行止めを行う場合があります。
　また、当該箇所では、引き続き歩道整備工事を実施するため、工事施工時は片側交互
通行となりますので、道路を利用される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

<問合せ先> 　　国土交通省　近畿地方整備局　紀南河川国道事務所

<取扱い>

<配布場所>
　和歌山県政記者クラブ
　和歌山県政放送記者クラブ
　和歌山県地方新聞記者クラブ

田辺記者クラブ
新宮記者クラブ
新宮中央記者クラブ

ひがしむろぐん くしもとちょう くしもと
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道路通行規制 国道４２号 位置図

串本

新宮市

串本町

すさみ町

田辺市

御坊市

和歌山県

三重県

至 新宮市

至 田辺市

234

227

228

3

大型車通行可

特殊車両通行不可

普通車通行可

大型車通行不可

371

迂回路 （大型車通行可）

（特殊車両通行不可）

堂道橋交差点

高富交差点

西向交差点

38
迂回路 （普通車通行可）

（大型車通行不可）

通行規制区間

終日片側交互通行

【工事中】 片側交互通行

【休工中】 対面通行
くしもとちょうくしもと

＜東牟婁郡串本町串本＞

串本町串本
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【休工中】対面通行
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（平日の昼間）
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休工中

（平日の夜間・土日祝の終日）
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○応急復旧作業完了


